
社会福祉法人 大館市社会福祉事業団 行動計画 

 

職員が仕事と子育てを両立させることができ、男女がともに活躍
できる環境を整備するため、次のとおり行動計画を策定する。 
 

 

１ 計画期間： ２０２６年４月１日 ～ ２０２９年３月３１日 （３年間） 
        

２ 目標と取組内容・実施時期  

 

目標１：（次世代法） 
 
女性職員の育児休業取得率を 90％以上、男性職員の育児休業取得率を３０％

以上とする。 

 

＜取組内容＞ 

●２０２６年４月～ 育児休業制度に関する資料等を、その対象となる男性職員に周知する

ことで、休業取得の促進に繋げる。また、育児休業取得実績がある男性職員から、その体験

について事業団ホームぺージ等で発信する。 

●２０２６年１０月～ 育児休業を取得しやすい環境を整備するため、各職場における休業

者の業務カバー体制（代替要員の確保、業務体制の見直し、複数担当制など）の検討、実施 

 

 

目標２：（次世代法・女活法） 
 
行動計画期間中に、所定外労働時間を前回の行動計画期間（２０２３年４月～２
０２６年３月）と比較し、年平均で５％削減する。 
 

＜取組内容＞ 

●２０２６年４月～ 事業所毎の時間外労働について実態把握を実施 

●２０２７年１０月～ 所定外労働時間を削減するための取組みを検討し、所定外労働時間

を削減する際の問題点、業務の効率化などについて意見を聴収する。 

●２０２８年４月～具体的な取組みを社内に周知するとともに、分析結果を取組みに反映

させる。 

 

 



目標３：（女活法） 
 
管理職（課長級以上）に占める女性労働者の割合を５０％以上にする。 
 

＜取組内容＞ 

●２０２６年４月～ 経営層や管理職を対象に、会議にて女性活躍に関する意見交換の実

施 

●２０２６年 10 月～ 管理職に対するヒアリングの実施及びロールモデルとして職員に紹

介 

●２０２７年４月～管理職養成のための研修カリキュラムの作成、昇進・昇格の評価基準、

や運用等の確認及び見直し 

●２０２８年４月～管理職候補の職員及びその上司等を対象として、今後のキャリアプラ

ンに関する面談を実施 

 


